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あなたの
くらしに
ピタッと

月刊

宇
城
通
信

　
 

募
集

結
婚
を
応
援
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

熊
本
市
と
近
隣
市
町
村
が
共
同
で

「
く
ま
も
と
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
」を
開
設
す
る
た
め
、
お
見
合
い

や
婚
活
イ
ベ
ン
ト
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
集
し
ま
す
。

募
集
期
限

２
月
12
日
㊌

問
熊
本
市
こ
ど
も
政
策
課

☎
０
９
６（
３
２
８
）２
１
５
６

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

☎（
33
）１
１
１
８

熊
本
健
康
ア
プ
リ

「
も
っ
と
健
康
！
げ
ん
き
！
ア
ッ
プ
く
ま
も
と
」

楽
し
く
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
て「
健
康
」

と「
お
得
」を
ゲ
ッ
ト
し
よ
う
。

経
営
者
の
み
な
さ
ま
へ

企
画
協
力
企
業
募
集
中

企
画
協
力
企
業
と
は
、
熊
本
健
康
ア

プ
リ
事
業
に
賛
同
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
な
ど
、
健
康
づ
く
り
活
動
を
応

援
い
た
だ
い
て
い
る
企
業
・
団
体
で
す
。

専
用
サ
イ
ト
で
Ｐ
Ｒ
、
新
規
顧
客
獲

得
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
シ

ス
テ
ム
導
入
・
手
数
料
不
要
。

問
健
康
づ
く
り
推
進
課

☎（
32
）７
１
０
０

　
事
業
者
向
け

「
２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」に

ご
協
力
く
だ
さ
い

農
林
業
の
農
林
産
物
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
農
林
水
産

省
が
実
施
す
る
大
規
模
な
統
計
調
査
で
す
。

対
象

農
家
、
林
家
な
ど（
法
人
含
む
）

調
査
時
期

１
月
中
旬
〜

調
査
方
法

調
査
員
が
訪
問
し
、
農
地

面
積
な
ど
を
聴
取
。
一
定
規
模
以
上

の
農
林
業
者
は
、調
査
票
の
記
入（
オ

ン
ラ
イ
ン
回
答
可
）を
お
願
い
し
ま
す
。

※
調
査
員
は
、
県
知
事
の
任
命
印
が
押

さ
れ
た「
調
査
員
証（
顔
写
真
付
き
）」

を
身
に
付
け
て
い
ま
す
。

問
企
画
課

☎（
53
）９
１
８
０

　

 

税
・
料
金

確
定
申
告
に
向
け
た
準
備
を

■ 

国
税
に
関
す
る
質
問
・
相
談

▪
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト「
ふ
た
ば
」

個
人
の
国
税
に
関
す
る
質
問

▪「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」

医
療
費
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
な
ど

■
納
税
証
明
書
を
請
求
さ
れ
る
人
へ

例
年
２
月
・
３
月
は
、
確
定
申
告
な

ど
の
た
め
税
務
署
の
窓
口
が
大
変
混
雑

し
、
納
税
証
明
書
の
発
行
に
時
間
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
活
用
す
れ
ば
電
子
納
税

証
明
書
の
交
付
が
可
能
で
す
。

問
宇
土
税
務
署

☎（
22
）０
４
１
０

※
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
い
番
号

を
選
択

Uki ☆ Kirari 2025

出店者 募集

日時　3月8日㊏・9日㊐
　　　11時～17時（予定）
場所　イオンモール宇城
申込期限　1月20日㊊
問 商工観光課　 ☎32－1604

市HP

詳細は
こちら▼

　「各種健診の受診」や
「歩く」などでポイント
が付与され、ポイント
が貯まると協力店など
で特典を受けることが
できるアプリ

口座再振替日
特別徴収振替日は

1月14日㊋

　年末年始の休暇に伴
い、税・料金などの振
替日を変更します。
問 各担当課
　 ☎32－1111（代表）

1月の

※
応
募
方
法
や
活
動
内
容
に

つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

熊本市ＨＰ

熊本市ＨＰ

e-Tax ＨＰ

※
ア
プ
リ
利
用
・
企
画
協

力
企
業
へ
の
登
録
は
熊

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

国税庁ＨＰ

※
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

市HP
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募
集
／
事
業
者
向
け
／
税
・
料
金
／
補
助
・
補
償
金
な
ど

　

 

補
助
・
補
償
金
な
ど

子
育
て
世
帯
向
け

住
宅
補
助
受
付
中

市
内
に
住
宅
を
取
得
す
る
場
合
、
費

用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
象
物
件

新
築
住
宅
・
新
築
建
売
住
宅

補
助
対
象

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
世
帯

▪
小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も
が
い
る

▪
こ
れ
か
ら
対
象
物
件
を
購
入
し
、
市

外
か
ら
転
入
す
る

補
助
額

50
万
円
／
戸

問
地
域
振
興
課

☎（
32
）１
９
０
６

旧
優
生
保
護
法
補
償
金
な
ど

申
請
受
け
付
け
開
始

昭
和
23
年
か
ら
平
成
８
年
ま
で
の
間

に
、旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
き
優
生（
不

妊
）手
術
や
人
工
妊
娠
中
絶
を
受
け
ら

れ
た
人
に
対
す
る
補
償
金
な
ど
の
受
け

付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

申
請
開
始

１
月
17
日
㊎

■
補
償
金

対
象

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優

生
手
術
を
受
け
た
人
、
配
偶
者
、

本
人
や
配
偶
者
が
亡
く
な
ら
れ
て

い
る
場
合
は
遺
族

支
給
額

本
人

１
５
０
０
万
円
、

配
偶
者

５
０
０
万
円

■
優
生
手
術
・
人
工
妊
娠
中
絶
一
時
金

対
象

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優

生
手
術
ま
た
は
人
工
妊
娠
中
絶
を

受
け
た
人（
現
在
ご
存
命
の
人
）

支
給
額

優
生
手
術

３
２
０
万
円
、

人
工
妊
娠
中
絶

２
０
０
万
円

問
県
旧
優
生
保
護
法
相
談
窓
口

☎
０
９
６（
３
３
３
）２
３
５
２

市税の納期限市税の納期期限限
納付は便利な口座振替の利用を納付は便便便利な口座振替の利口座振替振替の利用をの利用を 1月31日㊎ 問 債権管理課　☎32-1497第8期集合税

固定資産の届け出・申告は
お済みですか

　固定資産税は、毎年1月1日現在
に所有している土地・家屋・償却
資産に対して課税されます。
納税義務者が亡くなったときは、
代表相続人を届け出てください。

土地・家屋の所有者が変わったとき

　所有する資産に変更があるときは、次の手続
きが必要です。
　 ◆土地・登記家屋　法務局で所有権移転登記
◆未登記家屋　 「家屋所有者変更届」を税務

課・各支所総合窓口課に提出

償却資産は申告が必要です

申告期限　1月31日㊎
　この申告は、確定申告とは全く別の手続きで
す。土地・家屋以外で、事業で使うことができ
る機械や備品などの償却資産を、固定資産税の
一つとして申告するものです。

　償却資産の所有者は、個人や法人、事業の種
類にかかわらず、地方税法で期限までに市町村
に申告することが義務付けられています。
　資産の増加・減少がない、対象の資産を所有
していない場合でも申告書の提出が必要です。

問 税務課　☎32－1487

事業用資産の例

自動販売機
レジスター

耕運機
ショベルカー
漁船

太陽光発電
エアコン
農業用ハウス

パソコン
事務机

売買、相続、贈与など

　市外にお住まいの親戚
やお知り合いの人へ、ぜ
ひお知らせください。

広 告

固定資産
詳しくは
▼こちら


